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問 

貧
困
世
帯
の
定
義
を
ど
う
と

ら
え
て
い
る
か
。

副
町
長 

子
ど
も
の
貧
困
の
定
義
は

明
確
に
な
い
。
わ
が
国
の
子
ど
も

の
貧
困
率
は
、
子
ど
も
全
体
に
占

め
る
可
処
分
所
得
が
貧
困
線
に
満

た
な
い
子
ど
も
の
割
合
で
あ
る
。

問 

町
内
の
生
活
保
護
受
給
者
の

年
齢
区
分
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て

い
る
か
。

副
町
長 

６
月
８
日
現
在
、
町
内
の

生
活
保
護
受
給
世
帯
は
３
４
４
世

帯
で
、
人
数
は
４
５
１
人
で
あ
る
。

そ
の
中
で
18
歳
ま
で
の
子
ど
も
が

い
る
世
帯
は
28
世
帯
で
約
８
％
に

値
す
る
。

問 

子
ど
も
の
貧
困
対
策
を
ど
の

よ
う
に
行
う
か
。

副
町
長 

本
町
で
は
、
国
の
補
助
金

を
活
用
し
、
沖
縄
子
ど
も
の
貧
困

緊
急
対
策
事
業
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

子
ど
も
元
気
支
援
員
２
人
の
配
置

と
支
援
が
必
要
な
子
ど
も
の
居
場

所
と
し
て
２
カ
所
の
子
ど
も
元
気

ル
ー
ム
の
運
営
支
援
を
行
っ
て
い
る
。

ま
た
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
学
童
利

用
料
の
補
助
や
、
養
育
支
援
訪
問

事
業
等
に
取
り
組
み
、
支
援
が
必

要
な
家
庭
を
訪
問
し
保
護
者
へ
の

支
援
を
行
っ
て
い
る
。

字
内
里
道
管
理
に
つ
い
て

問 

里
道
の
管
轄
が
町
に
移
さ
れ

た
の
は
い
つ
頃
か
。

副
町
長 

平
成
13
年
12
月
か
ら
平
成

17
年
３
月
の
間
に
、
里
道
は
国
よ

り
町
へ
譲
与
さ
れ
た
。

問 

今
ま
で
里
道
の
利
用
に
関
し

て
は
、
字
の
意
見
を
聞
く
な
ど
字

優
先
的
な
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
思

う
が
ど
う
か
。

副
町
長 

里
道
の
利
用
に
つ
い
て
は
、

町
民
に
公
衆
用
と
し
て
利
用
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
だ
と
考

え
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
里
道
の

占
用
申
請
や
払
い
下
げ
が
あ
る
場

合
に
は
、
字
の
意
見
を
聞
く
な
ど

の
対
応
を
行
っ
て
い
る
。

行
政
が
積
極
的
に

地
域
ト
ラ
ブ
ル
を

解
決
で
き
な
い
か

問 

生
活
環
境
の
問
題
と
し
て
行

政
が
積
極
的
に
関
与
す
べ
き
と
思

う
が
ど
う
か
。
条
例
や
規
則
等
で

設
定
で
き
な
い
か
。

副
町
長 

生
活
環
境
の
保
全
に
関
す

る
条
例
、
規
則
等
の
制
定
に
つ
い

て
は
、
今
後
研
究
を
行
う
。

貧困の連鎖対策は
答　国の補助金を活用し、貧困対策に取り組む
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